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令和４年  

８月１２日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第21便 

舟形町ホームページで手続きをチェック 
転入・転出時など、必要な手続きを知りたい

時におすすめなのが、舟形町ホームページの『手

続き早わかりガイド』です。 

【かんたん♪操作】 

①知りたい手続きの 

該当箇所にチェック 

 

②検索ボタンを押す 

③結果が表示 【アイコンが目印！】 

住民税非課税世帯等に対する 
臨時特別給付金のお知らせ 

 対象となる世帯に対し、１世帯当たり 10万円の臨時特別給付金が給付されます。 

▼対象となる世帯／①世帯全員の「令和４年度住民税」が非課税の世帯 

②令和４年１月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯 

※住民税が課税されている方に扶養されている世帯は該当になりません。 

※令和３年度当該給付金を受給している方は受給できません。 

▼給 付 金 額／１世帯あたり10 万円 

▼申請方法と支給日／ 

 

 

 

 

 

 

 

▼問 い 合 わ せ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

 ①世帯全員の「令和４年度住民税」が 

非課税の世帯 

②令和４年１月以降の収入が減少し 

「住民税非課税相当」の収入となった世帯 

申請方法 
町健康福祉課より手続きの書類を送ります。そ
ちらに必要事項を記入し、同封の返信用封筒に
て返送ください。 

申請時点で舟形町に住民登録のある方は、 

町健康福祉課まで申請ください。 

申請期間 ９月 30日（金） 

支給日 ８月 30日（火）～随時 申請書受理後随時支給 

 

町では、先の大戦で亡くなられた方々の追悼と平和を祈念するために、役場庁舎前に半旗の掲揚

と黙祷を行います。15日の正午にあわせて防災無線でお知らせしますので、町民の皆様のご理解を

お願いします。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

（例） 



                               

                               

                               

                               

                               

▼
日
程
・
内
容
／ 

①
９
月
８
日
（
木
） 

【
講
義
】 

 

 
 

・
農
業
機
械
の
基
本 

 
 

・
燃
料
の
種
類 

 
 

・
主
な
農
業
機
械
の
管
理
方
法 

 

【
実
演
】 

 
 

・
刈
払
機
の
操
作
、
整
備
点
検 

②
９
月
９
日
（
金
） 

 

【
講
義
】 

 
 

・
農
業
機
械
に
よ
る
作
業
の 

基
本
と
安
全
確
保 

 

【
実
習
】 

 
 

・
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
耕
起 

 
 

・
管
理
機
に
よ
る
耕
起 

 

※
雨
天
時
内
容
変
更 

▼
場
所
／
山
形
県
立
農
林
大
学
校 

▼
対
象
／
県
内
在
住
の
女
性
農
業
者 

▼
講
師
／
農
機
具
メ
ー
カ
ー
各
社 

▼
募
集
人
数
／
20
名 

▼
参
加
料
／
無
料 

▼
持
ち
物
／ 

筆
記
用
具
、
作
業
着
、
作
業
靴
、
雨
具
、

健
康
保
険
証
、
昼
食 

▼
そ
の
他
／
受
講
者
に
は
受
講
決
定

通
知
を
送
付
し
ま
す
。 

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
農
林
大
学
校 

☎
（
22
）
８
７
９
４ 

 

女
性
向
け
農
業
機
械 基

礎
研
修 

 

現
在
の
保
育
の
制
度
や
現
場
の
こ

と
を
無
料
で
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。 

▼
日
程
・
場
所
／ 

・ 

９ 

月 

１ 

日
（
木
） 

伝
国
の
杜 

置
賜
文
化
ホ
ー
ル 

・
10
月
26
日
（
水
） 

 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
天
童 

 

・
12
月 

５ 

日
（
月
） 

 

山
形
県
自
治
会
館 

▼
対
象
者
／ 

・
保
育
士
と
し
て
就
労
希
望
の
方 

・
資
格
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
保
育

の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
方 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー 

☎
０
２
３
（
６
３
３
）
７
７
３
９ 

 

保
育
士
就
職 

再
就
職
支
援
研
修
会 

令和４年４月分から令和５年３月分までの国民年金保険料は、月額 16,590円です。保険料は、日本年金機構

から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、クレ

ジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付のほか、便利でお得な口座振替もあります。 

 

●日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話・文章・訪問に 

より早期に納めていただくよう案内を行なっています。 

 

●未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は延滞

金が課されるだけではなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられることがありますので、早めの納付を

お願いします。 

 

●所得が少ないなどの理由で保険料納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、役場

または新庄年金事務所国民年金窓口へ相談ください。 

 

▼問い合わせ／新庄年金事務所        ☎（22）2050 

舟形町健康福祉課医療年金係  ☎（32）0717 

クロスボウの無許可所持は違法になります 
 銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴い、クロスボウを所持している方は、 

９月 14日までに手放すか、所持許可を申請しなければ、それ以降は不法所持 

になります。早めに警察署に連絡してください。 
 
▼問い合わせ／新庄警察署生活安全課 ☎（22）0110 



                               

                               

                               

                               

                               

 

最
上
地
域
で
の
出
会
い
を
探
し
ま

せ
ん
か
。
１
回
目
は
参
加
者
の
顔
合

わ
せ
、
２
回
目
は
「
謎
解
き
ゲ
ー
ム
」

を
行
い
交
流
を
深
め
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

①
９
月
11
日
（
日
）
午
後
１
時
～ 

②
９
月
25
日
（
日
）
午
後
１
時
～ 

※
①
②
と
も
参
加
で
き
る
方
に 

限
り
ま
す
。 

▼
場
所
／ 

新
庄
市
エ
コ
ロ
ジ
ー
ガ
ー
デ
ン 

▼
対
象
／
20
～
30
代
の
独
身
の
方 

▼
定
員
／
男
性
６
名
、
女
性
６
名 

▼
参
加
費
／ 

２
，０
０
０
円
（
各
回
１
，０
０
０
円
） 

▼
応
募
〆
切
／
８
月
31
日
（
水
） 

▼
選
考
方
法
／
抽
選 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
広
域
婚
活
実
行
委
員
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
申
込
み
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

   

▼
日
時
／ 

９
月
17
日
（
土
） 

午
後
１
時
～
４
時
45
分 

※
１
組
45
分
程
度 

▼
場
所
／ 

や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト 

セ
ン
タ
ー
最
上
支
所
（
新
庄
市
） 

▼
対
象
／
結
婚
を
希
望
す
る
方
、
ま

た
は
そ
の
家
族
（
予
約
制
） 

▼
費
用
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー 

☎
０
２
３
（
６
８
７
）
１
９
７
２ 

※
開
催
の
２
日
前
ま
で
に
電
話
申
込

み
を
お
願
い
し
ま
す
。 

  

も
が
み
の
謎
め
ぐ
り 

や
ま
が
た
縁
結
び
た
い 

結
婚
相
談
会 

あなたにあった婚活スタイルを提案します。 
まずはホームページをご覧ください。 
安全：県の公的機関が組織運営。 
安心：希望の相手を webで自ら探せます。 

センター来所は完全予約制。 
安価：登録料１万円、登録期間３年間。 
   年会費一切不要、友達割で２千円引。 

やまがたハッピーサポート 検索 

山形県町村会事務局職員 

採用試験受験案内 
▼職種・採用予定人員／一般事務（大学卒程度、若干名） 

▼勤 務 地／山形県自治会館 

▼受 験 資 格／次のすべてを満たす方 

・昭和 58年４月２日以降に生まれた方 

           ・学校教育法による大学（４年制）を卒業した方または令和５年３月 31日までに 

卒業見込みの方 

・普通自動車運転免許を有する方、採用の日までに同免許を取得できる方または 

採用後直ちに同免許を取得できる方 

▼申 込 〆 切／９月 22日（木）午後４時必着 

▼提 出 書 類／・山形県町村会事務局職員採用試験受験申込書（令和５年４月採用）【写真貼付】 

           ・写真１枚（受験申込書に貼付した写真と同一のもの） 

           ・受験票返信用封筒（宛先明記、84円切手貼付の長型３号封筒） 

▼試 験 の 方 法／①第 1次試験（教養試験、事務適性検査、職場適応性検査） 

           ②第２次試験（作文試験、面接試験） ※第１次試験合格者のみ 

▼試験日程・試験会場／①10月 16日（日） 山形県自治会館４階 401会議室 

           ②11月中旬～12月上旬予定 ※第１次試験合格者に通知します。 

▼試 験 結 果／①10月下旬～11月上旬に郵送で通知 

           ②12月下旬～令和５年１月中旬に郵送で通知 

           ※試験結果の開示は行いません。 

▼採 用 予 定 日 ／令和５年４月１日 

▼そ の 他／詳しくは問い合わせください 

▼申込み・問い合わせ／山形県町村会事務局 ☎023（631）5155 FAX023（641）8427 



                               

                               

                               

                               

                               

イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
に
よ

る
農
作
物
被
害
を
防
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
電
気
柵
の
設
置
に
係
る

研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

８
月
17
日
（
水
）
午
前
９
時
～
正
午 

▼
場
所
／ 

舟
形
町
富
田
字
ホ
ー
ヤ
沢
地
内 

▼
申
込
み
／
不
要 

▼
そ
の
他
／
実
際
に
電
気
柵
の
設
置

を
行
う
た
め
、
作
業
を
行
え
る
服
装

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
マ
ス
ク

の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
協
議
会 

☎
（
32
）
０
９
４
７ 

  

鳥
獣
被
害
対
策
用
電
気
柵 

設
置
研
修
会
に
つ
い
て 

 

８月は『ふるさと納税月間』です 
誰の心にもあるふるさと、ふるさとを応援するあなたの「こころ」がふるさとを元気にします。 

ふるさと納税は寄付というカタチで全国の自治体を応援できる制度です。 

この調査は、就業に関する状況について現状を正しく把握し、全国および地域別の就業構造を明らかにするこ

とが目的で、国の基幹統計調査として５年ごとに実施しています。調査結果は、仕事をしている方や就職希望者の

働きやすい環境整備のため、国等の各種行政施策に欠くことのできない重要な資料となります。 

山形県知事の任命を受けた町の調査員が伺いますので、調査へのご協力をお願いします。 

▼調査基準日／令和４年 10月１日現在 

▼調査事項／ 

○すべての人について 

・男女の別、出生の年月、就学状況、職業訓練や自己啓発の有無、育児や介護の状況 など 

○ふだん仕事をしている人について 

・就業の形態、仕事の内容、就業日数や時間、テレワークの状況、副業の状況 など 

○ふだん仕事をしていない人について 

・就業希望の有無、希望する職種、求職活動の状況、就業を希望しない理由 など 

▼調査の流れ／ 

○準備調査 ８月末～９月中旬 

 調査員が受け持ちの調査区域内に居住するすべての世帯を訪問して、調査のお知らせを配布します。また、世帯 

名簿を作成するため「世帯主の氏名」「所在地」「15歳以上の世帯員の数」などの聞き取りを行います。 

〇調査票の配布 ９月下旬～９月末日まで 

 調査員が調査の対象となった世帯を訪問して調査票＊を直接配布します。 

（＊15歳以上の世帯員一人に１枚ずつ） 

〇調査票の回収 10月１日(土)～ 

・インターネットを活用したオンライン回答（パソコンやスマートフォン、タブレット端末を使用） 

・紙の調査票による回答（調査員へ提出または郵送提出） 

＊本調査では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットでの回答を推奨しています。 

▼問い合わせ／舟形町総務課管財係 ☎（32）2111（内線 242） 

調査の地域 
令和２年国勢調査の調査区のうち、総務大臣が指定する全国 

約 34,000の調査区域 

調査の対象 
指定された調査区のうち、総務大臣の定める方法により町が選定

した世帯に普段住んでいる15歳以上の世帯員を対象とします。 



                               

                               

                               

                               

                               

全国の携帯ショップにおいて、マイナンバーカードの申請受付サポートを行います。 

ぜひ、利用ください。 

▼実施店舗／全国のドコモ、KDDIおよびソフトバンクの店舗  

※営業時間は店舗により異なりますので、個別に確認をお願いします。 

※店舗により予約が必要な場合がありますので、個別に確認をお願いします。 

※申請サポートは携帯契約の有無を問わず、だれでもどの店舗でも可能です。 

▼受付期間／７月 27日（水）～令和５年３月下旬 

▼内  容／申請用写真撮影、オンライン申請 

▼持 ち 物／ＱＲコード付き交付申請書（お持ちの方） 
▼費  用／無料 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 
◆乳幼児健診および講座◆ 

≪定期健康相談≫ 午前９時～正午 

 一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等）を行います。ご相談の方

は健康福祉課③番窓口へお越しください。来庁できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 午前 10時～正午 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・発達相談、

妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行います。ご相談の方は 

福祉避難所「てとて」へお越しください。保健師と助産師が対応します。 

◆健康相談◆ 相談日 ９月５日（月）、20日（火） 

 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

９月13日（火） 
産後ママの 

ストレッチ講座 

産後１年くらいまでの 

産婦さんとお子さん 

午前９時50分～ 

10時 

福祉避難所 

「てとて」 

バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

〇動きやすい服装でお越しください 

９月21日（水） 
絵本と遊ぼう 

赤ちゃん広場 
令和４年２月～５月生 

午後９時50分～ 

10時 
読書通帳、バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

９月22日（木） 歯科健診・フッ素塗布 
平成30年４～８月、12月生 

平成31年１～２月生 

午後１時～ 

１時30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ 

フェイスタオル※ 

９月28日（水） 
育児プレスタート講座 

※要事前申込み 

令和４年11月生～令和５年２月 

出産予定の妊婦さんと家族 

午後９時50分～ 

10時 
母子手帳、筆記用具、水分補給用の飲み物 

 

≪人間ドック≫ 

▼期日／９月12日（月）、26日（月） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／午前７時  ～８時 

    午前８時30分～９時30分 

※対象地区の方には別途通知します。 

９月は食生活改善普及運動月間 

～食が育てるこころとからだ～ 

☆食育って？☆ 

国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、

健康の保持が図れるよう、自らの食について考える習慣や、食に関する

様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習などの

取組みのことです。 
 

☆なぜ食育は大切なの？☆ 

 勉強や習い事、遊びと同様に、食事は育ちざかりの子どもにとってとて

も大切です。食事は、健康な身体だけではなく、感性豊かな心も育みます。

子どもの成長のために食育に取組みましょう。 
 

☆食育で育てたい食べる力☆ 

・食事の重要性や楽しさを理解する  ・感謝の心 

・一緒に食べたい人がいる（社会性） ・心と身体の健康を維持する 

・食べ物の選択や食事づくりができる ・日本の食文化を理解し伝える 

 ▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

※フェイスタオルは、歯科健診時に頭の下に敷いて使用します。 

≪ほほえみ保育園年中児健診≫ 

▼対 象／ひつじ組 

▼期 日／９月８日（木） 

▼場 所／福祉避難所「てとて」 

▼持ち物／母子手帳、水筒、内ばき 

※対象の方には別途通知します。 


